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備　考

・消防法(昭和23年７月24日法律第186号）第36条第１項において準用する同法第８条の２の３
・消防法施行規則（昭和36年４月１日自治省令第６号）第51条の14、第51条の16
　（https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/）
・防災管理対象物の点検基準に係る事項等を定める告示（平成20年消防庁告示第22号）
・防火対象物点検報告及び防災管理点検報告に係る事務処理要綱（平成15年９月26日消防長訓(予)第19号）

　防災管理点検報告の特例認定を受ける要件は、次のとおり、消防法（以下「法」という。）第36条第１項に
おいて準用する同法第８条の２の３に規定されています。
①　申請者が防災管理対象物の管理を開始した時から３年が経過していること。
②　過去３年以内において法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、第８条第３項若しくは
　第４項、第８条の２の５第３項又は第17条の４第１項若しくは第２項又は第36条第１項において準用する
　第８条第３項若しくは第４項の規定による命令（当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況
　が消防法若しくは同法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。）を受けたことがな
　く、又は受けるべき事由が現にないこと。
③　過去３年以内において法第36条第１項において準用する同法第８条の２の３第６項の規定による取消し
　を受けたことがなく、又は受けるべき事由が現にないこと。
④　過去３年以内において法第36条第１項において準用する同法第８条の２の２第１項の規定による点検及
　び報告がされていること。
⑤　過去３年以内において法第36条第１項において準用する同法第８条の２の２第１項の規定による点検の
　結果、防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがないこ
　と。
⑥　当該防災管理対象物について、消防法又は同法に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令
　で定める基準に適合するものであること。

　「点検基準」については、消防法施行規則第51条の14及び防災管理対象物の点検基準に係る事項等を定める
告示（平成20年消防庁告示第22号）に、「総務省令で定める基準」については、消防法施行規則第51条の16に
規定されています。

消防局予防部予防課（06－4393－6330）

同上

消防法では、防災管理点検報告が義務付けられている防災管理対象物のうち、一定の期間以上継続して消防
法令を遵守しているもので、管理権原者の申請に基づき、消防署長が行う検査の結果、消防法令の基準の遵守
状況が優良なものとして認定された防災管理対象物について、３年間、防災管理点検と報告の義務が免除され
ます。

防災管理点検報告制度の特例認定

当該防災管理対象物が存在する所轄消防署

防災管理点検報告特例認定を受けようとするとき

30日

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/

防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(１通）（消防法施行規則別記様式第１号の２の２の２の
３）を作成し、当該防災管理対象物が存在する所轄消防署へ提出してください。

不要

当該防災管理対象物が存在する所轄消防署

なし
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